
令
和
元
年
度
分

一
般
会
計
補
正
予
算

◆
元
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
12
号
）は
、
地
方
交
付

税
の
確
定
や
町
民
税
の
最
終

見
込
み
に
よ
り
3
千
2
8
9

万
5
千
円
を
追
加
し
、
総
額

が
69
億
9
1
5
5
万
3
千
円

と
な
っ
た
。

特
別
会
計
補
正
予
算

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
3
号
）は
、
保

険
給
付
費
等
の
減
額
に
伴
い
、

3
5
4
0
万
5
千
円
を
減
額

し
、
総
額
が
14
億
9
3
9
6

万
1
千
円
と
な
っ
た
。

◆
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
5
号
）は
、
公
共

下
水
道
事
業
等
の
増
額
に
伴

い
、8
9
4
万
円
を
増
額
し
、

総
額
が
11
億
7
4
3
8
万
4

千
円
と
な
っ
た
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
3
号
）は
、
保
険

給
付
費
等
の
減
額
に
伴
い
、

7
2
7
8
万
2
千
円
を
減
額

し
、
総
額
が
14
億
65
万
8
千

円
と
な
っ
た
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
3
号
）は
、

保
険
料
の
確
定
等
に
よ
り
、

43
万
1
千
円
を
増
額
し
、
総

額
が
2
億
2
1
1
8
万
9
千

円
と
な
っ
た
。

条
例
改
正

◆
坂
城
町
消
防
団
員
等
公
務

災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正

　

政
令
の
改
正
に
伴
い
、
損

害
補
償
額
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
額
で
あ
る「
補
償
基
礎

額
」の
改
定
及
び
法
定
利
率

の
改
正
を
行
っ
た
。

◆
税
条
例
等
の
一
部
改
正

　

個
人
住
民
税
に
つ
い
て
、

全
て
の
ひ
と
り
親
家
庭
に
対

し
て
、
令
和
3
年
度
課
税
か

ら
婚
姻
歴
の
有
無
や
性
別
に

関
わ
ら
ず
、
扶
養
す
る
子
を

有
す
る
単
身
者
に
つ
い
て
同

一
の
所
得
控
除
を
適
用
す
る
。

　

個
人
住
民
税
の
非
課
税
対

象
に
、
前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
1
3
5
万
円
以
下
で
扶

養
す
る
子
を
有
し
、
婚
姻
し

て
い
な
い
者
を
追
加
す
る
改

正
を
行
っ
た
。

　

た
ば
こ
税
に
つ
い
て
、
1

本
あ
た
り
の
重
量
が
1
g
未

満
の
軽
量
な
葉
巻
た
ば
こ
の

課
税
方
式
に
つ
い
て
、
令
和

2
年
10
月
1
日
か
ら
経
過
措

置
を
講
じ
た
う
え
で
、
段
階

的
に
引
き
上
げ
る
改
正
を

行
っ
た
。

　

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、

所
有
者
不
明
土
地
な
ど
に
係

る
固
定
資
産
税
の
課
税
に
つ

い
て
、
令
和
2
年
4
月
1
日

以
降
、
登
記
簿
上
の
所
有
者

が
死
亡
し
、
相
続
人
に
よ
る

登
記
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
、

現
に
所
有
し
て
い
る
者
に
対

し
、
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴

収
に
必
要
な
事
項
を
申
告
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
。

　

さ
ら
に
令
和
3
年
分
の
課

税
か
ら
、
調
査
を
尽
く
し
て

も
な
お
、
所
有
者
が
明
ら
か

と
な
ら
な
い
場
合
、
事
前
に

使
用
者
に
通
知
し
た
う
え

で
、
使
用
者
を
所
有
者
と
み

な
し
て
、
固
定
資
産
税
課
税

台
帳
に
登
録
し
、
課
税
す
る

こ
と
が
で
き
る
改
正
を
行
っ

た
。

◆
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正

　

主
な
改
正
内
容
は
、
国
民

健
康
保
険
税
の
負
担
軽
減
措

置
の
対
象
世
帯
を
拡
大
す
る

改
正
を
行
っ
た
。

◆
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

　

所
得
に
応
じ
11
段
階
に
区

分
し
て
定
め
て
い
る
介
護
保

険
料
の
う
ち
、
所
得
の
低
い

者
に
対
す
る
介
護
保
険
料
の

軽
減
を
図
る
改
正
を
行
っ
た
。

感染症対策
　
第
2
回
定
例
会
は
6
月
1
日
か
ら
6
月
12
日
ま
で
の
会
期

で
開
か
れ
、一
般
質
問
に
は
10
名
が
登
壇
し
た
。令
和
元
年
度

及
び
2
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
等
の
専
決
処
分
事
項
を

承
認
し
、
教
育
長
の
人
事
案
件
並
び
に
条
例
の
一
部
改
正
な

ど
の
議
案
を
審
議
、す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
た
。

専
決
処
分
を
承
認

運動公園（上五明）
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新型コロナウイルス
令
和
２
年
度
分

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
係
る
坂
城
町
商
工
業

振
興
条
例
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

利
子
補
給
の
対
象
と
な
る

資
金
の
拡
充
及
び
そ
の
利
子

補
給
率
を
定
め
た
。

◆
税
条
例
の
一
部
改
正

町
税
の
徴
収
猶
予

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
を
受
け
、
収
入

が
大
幅
に
減
少
し
た
場
合

に
お
い
て
、
令
和
2
年
2
月

1
日
か
ら
令
和
3
年
1
月
31

日
ま
で
に
納
期
が
到
来
す
る

全
て
の
町
税
に
つ
い
て
、
無

担
保
か
つ
延
滞
金
な
し
で
1

年
間
、
徴
収
猶
予
が
で
き
る

特
例
措
置
を
設
け
る
改
正
を

行
っ
た
。

◆
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

部
改
正

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
の
う
ち
、
給
与
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い

て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
感
染
若
し
く
は
感

染
の
疑
い
が
あ
り
、
療
養
の

た
め
、
労
務
に
服
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
す
る
た
め
、
一

部
改
正
を
行
っ
た
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　

長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
に
お
い
て
、
給
与

等
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
被
保
険
者
が
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

又
は
感
染
の
疑
い
に
よ
り
、

労
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
場
合
に
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
す
る
関
係
条
例

等
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、一
部
改
正
を
行
っ
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

問　

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
立
ち
上
げ
補
助
金
の
内

容
は
。

答　

町
内
に
放
課
後
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
立
ち

上
げ
る
法
人
へ
の
補
助
で
あ

り
、
利
用
定
員
は
10
名
で
あ

る
。

問　

大
規
模
盛
土
造
成
地
調

査
委
託
の
内
容
は
。

答　
国
で
行
っ
た
第
1
次
調

査
に
よ
り
、大
規
模
盛
土
造
成

地
15
箇
所
が
選
定
さ
れ
た
。

今
後
、
何
ら
か
の
補
修
等
を

行
う
必
要
が
あ
る
の
か
調
査

し
確
認
を
行
う
。

問　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事

を
行
う
場
所
と
工
事
内
容
は
。

答　

南
条
小
学
校
東
側
の
Ａ

01
号
線
交
差
点
の
横
断
歩
道

付
近
に
カ
ラ
ー
舗
装
工
事
を

行
う
。

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

問　

税
償
還
金
・
還
付
加
算

金
は
何
社
分
を
見
込
ん
で
い

る
か
。今
後
の
見
通
し
は
。

答　

10
社
分
を
見
込
ん
で
い

る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
で
厳
し
い
経

済
情
勢
と
な
っ
て
い
る
。
今

後
も
厳
し
い
状
況
が
想
定
さ

れ
る
。

問　

財
政
調
整
基
金
の
残
高

は
。

答　
約
19
億
1
5
0
0
万
円

で
あ
る
。

問　

ポ
ン
プ
等
改
修
工
事
の

場
所
は
。
水
資
源
対
策
・
営

農
推
進
基
金
の
状
況
は
。

答　

御
所
沢
地
区
の
渇
水

対
策
用
ポ
ン
プ
の
改
修
で
あ

る
。
鉄
道
建
設
公
団
よ
り
約

2
億
円
の
補
償
を
受
け
事
業

を
行
い
、
現
在
の
基
金
残
高

は
約
3
2
3
0
万
円
で
あ
る
。

条
例
改
正

◆
特
別
職
の
職
員
の
給
与
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
全
部
改
正

　

現
下
の
厳
し
い
経
済
情
勢

を
鑑
み
、令
和
2
年
7
月
か
ら

理
事
者
の
給
料
の
一
部（
町
長

給
料
月
額
の
10
％
、副
町
長
・

教
育
長
給
料
月
額
の
5
％
を

そ
れ
ぞ
れ
6
ヵ
月
間
）を
減

額
す
る
も
の
。

◆
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬

の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
全

部
改
正

　

町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬

の
一
部（
報
酬
月
額
の
3
％

を
そ
れ
ぞ
れ
6
カ
月
間
）を

減
額
す
る
も
の
。

◆
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　

個
人
番
号
の「
通
知
カ
ー

ド
」が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
再
交
付
手
数
料
を
削

除
す
る
も
の
。

■
教
育
長
に　
清
水　
守　
氏　
再
任

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
教
育
長
の
再
任
に
つ
い
て
全
会
一
致

で
同
意
し
た
。任
期
は
令
和
5
年
6
月
30
日
ま
で
の
3
年
間
。

人　
事
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